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期議会改革調査特別委員会
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らましの空理･空論の議論｣をし
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　町田市議会議員の政務活動費は、各会派ごと、議員一人につき、月額６万円、

年間72万円が渡されています。平成26年度、町田市市議会議員の会派への活

動費として、市民の税金から　2､569万８千円が渡されています。

：　この政務活動費について、2013年度、町田市監査委員の監査が入り、「2013

年度の１３の会派のうち、会計帳簿があったのは１会派、不備ではあるものの

存在していたのが１会派、後の11会派は帳簿がない」という町田市議会のずさ

んな現状が公表されました。（＊ニュース裏面をお読みください）

この監査委員の指摘をうけ、議員自ら設置した『第15

会』は、全13回開催されました。

期議会改革調査特別委員

Ｕは、全13回開催されました。　　　　　　　　　　　　参

ところが、監査委員が指摘した「会計帳簿を備えなければならない」との指

摘についての議論は、13回中殆どありませんでした． 2015年11月20日の第12

回の委員会でやっと議論するものと固唾を飲んで待っていたところ、各会派の

委員の｢会計帳簿は会派ごとにきちんと付けているので、今のままでよい｣との

発言で、この議論は冒頭の数分であっさり終了してしまいました．無いものが……………………

有る？まさにキツネにつままれたような結末でした．これが監査委員の指蜃を………………………………

うけ、議員自ら設置した『第15期議会改革調査特･ll委員会』の現状'eす.li.……ﾉ………ﾉ………j･.'･J･.゜･j'.'.
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　さて、町田市監査委員には議会の代表として２名の議員が委員になっていま

す。監査委員としては｢会計帳簿がないのはおかしい｣と指摘しながら、会派の

議員に戻ると、｢会計帳簿はきちんとつけているので問題なし｣の会派議員とし

ての発言は、全く

ありません。

理解刄良末せん。これでは、議会から監査委員を出す意味も
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町田市政を考える会・草の根が2015年10月１日付けで情報公開請求をした

｢2013年度､2014年度の各会派ごとの政務活動費の収支報告書と添付書類｣にも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　　　　．　　　　　　ｊ
各会派の政務活動費の会計帳簿は公開さｉ

ません。李4各でした。
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監査委員の意見
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地方自治法第１９９条第１０項に基づき意見を述べる。
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○地方自治法第１００条第１４項はヽ政務活動費を会派又は議員に対し交付することができるとしている．　　Ｅ

ところ、町田市の条例第２条は、会派に対して交付すると規定している。　　　　　　　　　　　　　　　‘

○条例第６条は;:｀会派は、政務活動費に関する経理責任者を量かなければならないとし、条例第７条は、

会派の経理責任者は、収支報告書に領収書を添えて議長に提出しなけれぱならないとしている。

○規則第７条は、政務活動費を充てることができる経費の範囲を使途基準として別表に示している。規則

別表（政務活動費使途基準）は、人件費、調査活動費、資料購入費など８つの項目に分け、項目ごとに、

その内容と例示を掲載しでいる。内容欄では、８つの全項目において、会派の行う活動に要する経費であ

ると明記されている。

○規則第１１条は、会派の代表者は、

している。
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ぴ支出に関する帳簿を備えなければならないと　裳ｋ勤だ:/

○以上のことから監査委員は、本件監査に当たり、収支報告書（領収書）、会計帳簿及び預金通帳の確認

を実施した。その結果は先に述べた状況となっており、会計帳簿と預金通帳は、不明又は不備の会派が多

かった。1ﾐ胴

○不明又は不備の会派から得た意見は、主に、会計帳薄命預金通帳を見せられないというものや見せる必

il
な○監査委員は、公金が日的にねって適正に活用されているかどうかに重点を置き監査を実施します。本件
ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ一一

であれば、公金（政務活動費）は条例・規則に基づき、組織（会派）に交付されており、組織（会派）の

活動に充当されているかどうかを見る必要があります。組織のお金には、規律ある管理が求められると同

時に出納の状況を組織内外に説明する責任が生じます。ましてや公金は、外に説明する責任を免れること

がありません。そのためには、会計帳簿が必要となります。
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ﾘqy潭　○会計帳簿は、ヨーロッパにおいて、１５世紀に複式簿記が広まっていたと伝えられています。日本にお　一一よ

跨

こ
りいては江戸時代から大福帳という独自の帳簿様式がありましたが明治６年ぐ１８７３年）福沢諭吉が

貴

ち

肢査9’出版した翻訳書「帳合之法」（チョウアイノホウ）により西洋式の複式簿記が伝えられました。公会計は、　　　　　丸

　（泌゜　囮蛤１１缶rl只7RiiΞ｡ドから複式倣Ｅを援用したものの、明治２２年（１８８９年）に単式簿記に戻り　旧
盆’‰、

裳

明治１１年（１８７８年）から複式簿記を採用したものの、明治２２年（１８８９年）に単式簿記に戻り

現在に至っていますが、企業会計は、以来、複式簿記という世界共通の記録様式を採用しています。町田

市は、国の公会計制度改革に先駆けて２０１２年４月、共通言語としての複式簿記を導入しました。

○会計帳簿は、事実の記録です。日付、内容、金額、残高、加えて取引の相手先名や発行された証悪（請

求書、納品書、領収書など）の番号などを書きます。会計帳簿は雄弁です。お金の動かし方で組織の規律

性がわかります。組織のガバナンスを見るのが監査であり、帳簿を見ない曜F査などありません。

○監査委員は、監査対象の同意・協力に基づいて資料を収集し、監査を実施しています。全ての監査対象

に対し今後とも理解・協力を求め、公金が目的に希って適正に活用されているかどうかを見極めていきま
y
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○詳しくは、『町田市政を考える会・草の根』のホームページをご覧ください！ﾘ|診

http://www.machida-kusanone.com
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